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9 避難路10 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                
9 練馬区緊急道路障害物除去路線 練馬区地域防災計画に位置付けられた、大規模災害時に被災者の搬送、避難拠

点への応急物資の搬送輸送にあたり、道路障害物の除去が重要となる道路 
10 避難路 区民の円滑な避難を促進することが防災上重要であるとして区が指定した、区内全域の道路および一

般の通行の用に供されている土地 

新青梅街道 

青梅街道 

図 2-2 練馬区内の緊急輸送道路・避難路 

避難路（練馬区緊急道路障害物除去路線）9 

 

一般緊急輸送道路 

特定緊急輸送道路（一般道路） 

特定緊急輸送道路（高速道路） 

避難路（道路および一般の通行の用に供されている土地）10
 

（東京都震災対策条例第 48 条に規定する避難道路とは異なる） 

各防災機関（東京都地域防災計画） 
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